
令和７年１２月２３日 

各  位 

東三河剣道連盟 

剣 道 級 審 査 会 要 項  
 

見出しについて下記のとおり実施しますので受審希望者は間違いのないようにお申込みください。 

 

１．日 時  令和８年 2 月８日（日） 

 

     受付（集合時間） ～４・３級  ９時 ～  ９時１５分 

１・２級  ９時３０分 ～ １０時 

                

２．会 場  豊橋市武道館（豊橋市今橋町３番地） ℡（0532-56-6023） 

 

３．審査方法について 

（１） 級位は順をおって受審してください。 

（２） 級位の最初の受審は、以下のとおりとする。 

    ・小学生は４級から受審できます。 

    ・中学生は３級から受審できます。 

    ・高校生以上は１級から受審できます。 

 

４．審査内容について 

８・７級 礼式・その場で前進・後退 面・小手・胴 

６・５級 礼式・その場で面・小手・胴  地稽古１回 

  ４級 礼式・面打ち→小手打ち    地稽古１回 

  ３級 木刀による剣道基本技稽古法 基本４の内から基本１を含む２種目              

  ２級 木刀による剣道基本技稽古法 基本６の内から基本１を含む３種目  地稽古１回  

  １級 木刀による剣道基本技稽古法 基本９の内から基本１を含む４種目              

  ※３級～１級の受審者は剣道具の装着は自分でできること。 

  ※３級～１級の審査における基本技は基本１と当日に発表される基本技で実施します。 

 

５．審査料（傷害保険・手数料含む）・終身会費・登録料 

 

※小学生は４級受審時から中学生は３級受審時から高校生以上は１級受審時から「入会申請書」に 

終身会費８，０００円を添えて審査申込書と一緒に納めてください。 

 

６. 申込先 

   〒440-0858 豊橋市つつじヶ丘３丁目 2-22   西郷 宏隆  ℡ 080-6920-4947 

【締 切】 令和８年 1 月１６日（金）必着 

７.注意事項 

〇申し込みは、指定の用紙を使用すること。正確な文字でボールペンにて記入すること。（鉛筆不可） 

〇新規受審者の会員番号の書き方は、初めて受審する人は新規、会員証が届いてない人は申請中と記入すること 

〇会員証を紛失した方は会員証再発行願いに手数料 1,000 円を添えて東三河剣道連盟事務局に提出してくだ

さい。 

〇事前に竹刀・剣道具の安全確認をすること。 

〇審査会当日、午前７時時点で「暴風警報」発令中の場合、中止とします。 

〇審査日の１０日前を過ぎた申し込み取り消し・審査料の返金はできません。 

〇別紙、級を受審する皆様へ審査会実施要領を熟読して受審してください。 

受 審 級 審査料（申込金） ※終身会費（初回のみ） 合格者登録料 

８～２級 １，４００円 ８，０００円 

 

２，２００円 

１  級 １，４００円 ３，３００円 



剣道級審査を受審する皆様へ 

 

【審査会実施要領（感染症対策）】 

●審査会当日、家で必ず検温を実施し発熱の場合は自宅で安静待機してください。 

●保護者等同伴で来場の場合、受審者以外の方は審査会場には入場できません。基本的に送迎のみとす

る。特別な理由で入場を認める場合でも、発熱や風邪症状がある方の入場は厳禁とする。 

●審査会当日の集合時間について、間違いのないよう努める。 

●４級受審者で面装着がうまくできない場合は付添１名が入場可とし、装着後ただちに退場していただ

きます。（中学生３級受審者は認めない。） 

審査会当日の注意事項   

●着替えは原則自宅で行うこと。審査会場の更衣室を利用する場合は、密を避けてください。 

●靴袋を用意して、会場外へのはだしでの移動や靴の取り間違えのないようにする。 

審査について   ※道具の貸し借りは禁止 

●級審査における「木刀による剣道基本技稽古法」は木刀を使用して行う。 

●シールドもしくは面マスクを装着して下さい。 

●鍔ぜり合いにならないように心がける。 

●「木刀による剣道基本技稽古法」「稽古」の発声は普通に発声してください。 

 「木刀による基本技稽古法」は、３級は基本１～基本４の内から基本１とそれ以外の１種目。 

  ２級は基本１～基本６の内から基本１とそれ以外の２種目。１級は基本１とそれ以外３種目を 

  実施します。実施種目は当日発表となります。        

●合格発表を確認したら、登録料を納入しすみやかにお帰り下さい。 

●豊橋会場における駐車の際の路上駐車はご遠慮ください。 


